
【令和８年度】 ６次産業化スタートアップ支援事業

地域の農林水産物を活用して商品開発に取り組む農

林漁業者等に対し、商品開発や衛生管理、営業許可な

どに関する基礎的な知識やノウハウの習得を支援し、

農林水産物の付加価値向上による所得向上を図る。

事業期間：令和８年度～令和１０年度

総事業費：３８，１００千円

事業概要

○商品開発支援（専門家による個別指導）

○アシスタント機能

○商品開発に関するノウハウ習得のための集合研修

○成果報告会の開催

○商品改良に係る経費補助

事業費： １２，７００千円 （うち、委託料：10,800千円）

補助金：補助率１／２、上限額５０万円

R８年度実施内容
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●商品開発支援（専門家によ
る個別指導）

商品開発を目指す意欲ある事
業者を選定し、専門家による
伴走的な支援を実施する。

●商品開発に関するノウハウ
習得のための集合研修

農林水産物の付加価値向上
に取り組みたい生産者を育成
するため、講習会を実施する。

専門家による個別指導および
集合研修

アシスタントによる伴走支援

●支援対象者の取組みの
進捗管理や助言・指導等

●補助事業実施者の補助
金事務に関するサポート

●必要に応じて関係機関、
市町村、他産業との連携等
を行うなど、多面的な支援
の実施

経営の多角化

●試作品づくりに取り組ん
だ成果を報告する

成果報告会
●事業の評価及び助言

●支援事業者及び補助
事業者の選定（審査）

事業推進委員会の開催

補助事業実施者

商品開発に関す
る費用の一部に
ついて、補助を行
い、試作品の完
成を目指す。

・商品開発
・パッケージ
・機器リース
・成分分析
・市場調査等

補助
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